
随意契約理由書 別紙１

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

環境局西クリーンセンター　　　　　　　　（電話番号　078－974-2005　）

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　ごみ焼却プラントにはごみの焼却により発生する燃焼ガスの熱を回収し蒸気を発生させるボイラーが設置され
ている。ボイラーには燃焼ガスに含まれる飛灰が付着、堆積することから熱回収効率が下がらないよう維持管理
する必要がある。
　スートブロワは、蒸気を利用してボイラーに付着、堆積した飛灰を払い落とす重要な装置であるが、当該装置
は上記業者が設計・製作・据付を行ったものであり、その分解整備にあたっては、メーカー独自の専門的な知識
に基づく技術力を持ち、装置の構造、性能、機能を熟知していることが不可欠であることから、上記業者でしか当
該業務を行うことができない。
　以上の理由から、上記業者と随意契約を行うものである。

西クリーンセンター２号炉スートブロワ分解整備

フコク機械工業株式会社


